
納
付
期
限　
第
１
期　
５
月
31
日
㈪

第
２
期　
６
月
30
日
㈬

お 

知 

ら 

せ

行   政
＆

暮らしの情報

（各担当課のGはグループの略です）
ファックス ホームページ Eメール電   話

引
っ
越
し
た
ら
住
民
票
を

移
し
ま
し
ょ
う

お
知
ら
せ

募
　
集

催
　
し

教
室
・
講
座

子
育
て
・
健
康

ス
ポ
ー
ツ

全
国
大
会
出
場

成
績
発
表

栄 

誉

寄 

附

進
学
や
就
職
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
た

方
は
、原
則
と
し
て
、現
在
住
ん
で
い
る
寮
や

ア
パ
ー
ト
な
ど
が
住
所
地
に
な
り
ま
す
。

住
民
票
は
、選
挙
人
名
簿
な
ど
の
各
種
の

登
録
や
、行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
大
切
な

情
報
で
す
。忘
れ
ず
に
移
し
ま
し
ょ
う
。

選
挙
で
投
票
を
行
う
場
所
は
、原
則
と
し

て
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
で
す
。異
な
る

市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
た
方
で
、住
民
票
を
移

し
て
い
な
い
、ま
た
は
住
民
票
を
移
し
て
か
ら

３
カ
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
は
、新
し
い

住
所
地
で
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

転
出
の
手
続
き　

引
っ
越
し
す
る
予
定
日
の

14
日
前
か
ら
手
続
き
が
で
き
ま
す
。転
出

届
を
提
出
し
、転
出
証
明
書
を
受
け
取
り

ま
す
。

転
入
の
手
続
き　

引
っ
越
し
て
か
ら
14
日
以

内
に
前
住
所
地
で
受
け
取
っ
た
転
出
証
明

書
を
添
え
て
、転
入
届
を
提
出
し
ま
す
。

同
一
の
市
区
町
村
内
で
の
転
居
の
手
続
き　

引
っ
越
し
て
か
ら
14
日
以
内
に
転
居
届
を

提
出
し
ま
す
。

注
意
事
項　
届
出
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
併
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。ま

た
、代
理
人
が
手
続
き
を
行
う
場
合
に
は
、

委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
合　
選
挙
に
関
す
る
こ
と

総
務
デ
ジ
タ
ル
課
庶
務
Ｇ

☎
55
–
９
６
０
６

転
入・転
出・転
居
に
関
す
る
こ
と

市
民
課
市
民
戸
籍
Ｇ

☎
24
–
１
１
１
２

こ
の
制
度
は
、代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る

請
求
に
基
づ
い
て
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
交

付
し
た
と
き
、本
人
に
交
付
事
実
を
通
知
す

る
も
の
で
す
。

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、申
請
者

本
人
の
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド・

運
転
免
許
証・旅
券
な
ど
、代
理
人
は
委
任
状

と
委
任
者
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類
、法
定

代
理
人
の
場
合
は
資
格
を
証
明
す
る
書
類
）

を
持
参
の
上
、左
記
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合　
市
民
課
市
民
戸
籍
Ｇ

☎
24
–
１
１
１
２

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書（
仮
算
定
）

は
、前
年
度
か
ら
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、前
年
度
の

国
民
健
康
保
険
税
の
年
額
の
10
分
の
２
を
暫

定
的
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

７
月
中
旬
に
は
、前
年
中
の
所
得
や
加
入

者
数
を
も
と
に
算
定
し
た
年
税
額
か
ら
、今

回
送
付
す
る
仮
算
定
税
額
を
差
し
引
い
た
納

税
通
知
書（
本
算
定
）を
送
付
し
ま
す
。

令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
新
規
加
入
さ

れ
た
世
帯
の
納
税
通
知
書
も
７
月
に
送
付
し

ま
す
。

口
座
振
替
は
一
度
の
手
続
き
で
済
み
、金

融
機
関
等
に
納
め
に
行
く
必
要
が
な
く
、仕

事
な
ど
で
忙
し
い
方
に
大
変
便
利
で
す
。

市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、そ
の
場
で
申
し
込
み

が
完
了
し
ま
す（
一
部
金
融
機
関
を
除
く
）。

問
合　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ

☎
24
–
１
１
１
３

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書（
第
１・２
期
）を
５
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に

係
る
本
人
通
知
等
制
度
に
つ
い
て

保
険
税
納
付
は
口
座
振
替
で

特集「あなたの空家は大丈夫ですか？
-手遅れになる前に対策を-」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,3
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知
ら
せ

募
　
集

催
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子
育
て
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康

ス
ポ
ー
ツ

全
国
大
会
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場

成
績
発
表

栄 

誉

寄 

附

人
工
知
能（
Ａ
Ｉ
）を
活
用
し
、24
時
間
３
６

５
日
、市
の
手
続
き
や
制
度
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
に
会
話
形
式
で
お
答
え
す
る
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
、聞
き
た
い・知
り
た
い
情
報
を

入
力
い
た
だ
く
と
、住
民
票
、子
育
て
、ご
み
の

出
し
方
や
各
種
証
明
書
の
請
求
方
法
な
ど
の

情
報
を
自
動
的
に
回
答
し
ま
す
。

利
用
方
法

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
は
津

島
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
友
だ
ち
登
録
し
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合　
総
務
デ
ジ
タ
ル
課
デ
ジ
タ
ル
推
進
Ｇ

☎
55
–
９
６
０
９

令
和
３
年
度
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納
税

通
知
書
の
発
送
日
は
、５
月
７
日
㈮
で
す
。

税
率
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、納
税
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。一

定
の
要
件
を
満
た
し
た
身
体
障
が
い
が

あ
る
方
な
ど
は
、減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す（
減
免
に
は
申
請
が
必
要
）。

例
年
、申
請
受
付
は
市
役
所
の
窓
口
の
み

で
し
た
が
、令
和
３
年
度
か
ら
は
郵
送
で
も
受

け
付
け
ま
す
。

た
だ
し
、初
め
て
減
免
申
請
を
さ
れ
る
方

や
前
年
の
届
出
内
容
に
変
更
が
あ
る
方
等

は
、例
年
ど
お
り
市
役
所
の
窓
口
で
の
み
受
け

付
け
ま
す
。

申
請
期
限

・
窓
口
の
場
合　

５
月
７
日
㈮
〜
24
日
㈪

・
郵
送
の
場
合　

５
月
24
日
㈪
消
印
有
効

詳
細
に
つ
い
て
は
、減
免
申
請
書
に
同
封
の

通
知
文
等
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、直
接
左

記
へ
。

問
合　
税
務
課
市
民
税
Ｇ　
☎
55
–
９
２
６
３

事
業
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
場
合
、地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
村
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
、特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
市・県

民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、法
令
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
、原

則
と
し
て
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、特

別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

事
業
主
の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ
当

年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
す
べ
て
の
従
業
員（
パ
ー
ト・ア
ル
バ
イ
ト

も
含
む
）

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
）

・
２
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方

・
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、個
人
市・

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
き
れ
な
い
方

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い（
不
定
期

な
）方

問
合　
税
務
課
市
民
税
Ｇ
☎
55
–
９
２
６
３

こ
の
制
度
は
、災
害
が
発
生
し
た
と
き
、自

力
で
の
避
難
が
難
し
い
方
な
ど（
避
難
行
動

要
支
援
者
）が
、避
難
支
援
等
を
可
能
な
限
り

地
域
で
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
の
こ
と
で
す
。

「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」を
作
成
し
、

本
人
の
同
意
を
得
た
上
で
、避
難
支
援
等
関

係
者（
自
主
防
災
組
織
、町
内
会
、自
治
会
、地

区
民
生
委
員
）に
情
報
提
供
し
ま
す
。災
害
時

の
避
難
支
援
や
安
否
確
認
等
だ
け
で
な
く
、

平
常
時
の
見
守
り
活
動
に
も
役
立
て
ま
す
。

対
象（
施
設
や
病
院
な
ど
に
長
期
入
所
、入
院

さ
れ
て
い
る
方
を
除
く
）

①
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
登
録
者

②
要
介
護
３
〜
５
の
認
定
者

③
障
が
い
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ｂ

ま
た
は
Ｃ
と
さ
れ
る
寝
た
き
り
高
齢
者

④
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
Ⅲ
ａ

以
上
の
方

⑤
難
病
患
者（
特
定
疾
患
医
療
給
付
受
給
者
）

⑥
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
を
所

持
し
て
い
る
方

⑦
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持
し
て
い
る
方

⑧
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
所
持

し
て
い
る
方

⑨
そ
の
他
災
害
時
に
支
援
が
必
要
な
方
で
、

登
録
を
希
望
す
る
方

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
直
接

左
記
へ
。

問
合　
危
機
管
理
課
危
機
防
災
Ｇ

☎
55
–
９
５
９
４

50
万
円
以
下
の
簡
易
な
修
繕
等
競
争
入
札

へ
の
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、次
の
要
領

で
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

対
象　
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、

申
請
を
希
望
す
る
業
種
を
６
カ
月
以
上
営

業
し
て
い
る
事
業
者（
個
人・法
人
不
問
）

受
付
期
間　
随
時

提
出
先　
総
務
デ
ジ
タ
ル
課（
市
役
所
３
階
）

※
参
加
資
格・提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、左
記
へ

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合　
総
務
デ
ジ
タ
ル
課
庶
務
Ｇ

☎
55
–
９
６
０
６

Ａ
Ｉ
総
合
案
内
サ
ー
ビ
ス
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

個
人
市・県
民
税（
個
人
住
民
税
）の

特
別
徴
収
推
進
に
つ
い
て

避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
制
度
に

つ
い
て

令
和
３・４
年
度
分

簡
易
な
修
繕
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
の
受
付

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

減
免
に
つ
い
て　
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